
邦　　貨 外貨１ 外貨２
（千　円） （千ドル） （千　円　）

32,006 390 - 0

29,871 368 -

4,037,601 422 4,000,000 99平成２３年度

平成２５年度

【最近３年間の我が国支払額及びＯＤＡ率】

単   位

平成２４年度

1米ドル =　８９円

 【当該任意拠出金の目的・用途等】

種　　　別

レート ODA率（％）

 【拠出先の国際機関名】  生物多様性条約事務局(SCBD)

2013-B

生物多様性国家戦略の改定支援等、途上国の能力養成に資する事業が条約事務局により実施されてい
る。その際、日本基金を核として他国等からの協調支援がレバレッジされている。主要業務である生物多様
性国家戦略改定ワークショップについては、これまで地域別ワークショップを21回開催し、700名以上の政府
担当者が参加し、条約関連会合等で多くの国から謝意が述べられたほか、ＣＯＰ11の決定の中でも重要性
が強調された。平成25年（2013年）からは、個別の技術支援等を目的としたウェブサイトを創設し、よりきめ
細やかに改定・策定プロセスを支援している。
今後は、愛知目標について、目標期間である平成32年（2020年）までに達成できるよう、途上国への効果的
な支援が実施されるように助言等を行う。

　拠出金・基金の名
称

　生物多様性条約拠出金

 
【当該任意拠出金等の意義、成果等に関する我が国としての評価】

1米ドル =　８２円

1米ドル =　８１円

　　　　イヤーマーク　　　　　ノン・イヤーマーク

 【所管官庁担当局課・室名】  環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室

　生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）で採択された、2020年までの生物多様性に関する国際目標
である「愛知目標」を世界的に達成するためには、条約事務局や国際機関との連携・協力のもと、国際社会
全体で着実な取組を進めて行くことが不可欠となっている。
　我が国は、COP10議長国として、途上国を対象に、愛知目標の達成に必要な能力を養成することを目的と
して、「生物多様性日本基金」を条約事務局に設置し、資金拠出した（平成22年度及び23年度に計50億円を
拠出）。
　また、生物多様性日本基金を適切に執行し、生物多様性条約事務局との緊密な意思疎通を図るため、我
が国から専門家を派遣するとともに、各議題に係る作業部会、専門家会合の開催に関する支援経費とし
て、条約事務局への拠出を行うもの。


